
令和３(2021)年度   

栃木県地域づくり機構   

栃木県土地開発公社 

職員採用試験案内 栃木県道路公社 

栃木県住宅供給公社 

 

〒320-0023 栃木県宇都宮市仲町１－１ 

栃木県地域づくり機構ビル４階 

（窓口）栃木県道路公社 総務部 TEL028-622-6598 

職員採用 E-mail：kikouhr@tochigi-tkk.or.jp 

 

令和３(2021)年度電気職職員採用試験（令和４(2022)年度採用）を次の日程で行います。 
 

 第１次面接試験 令和４(2022)年 １月中旬（会場：栃木県道路公社大沢事務所） 

 第２次面接試験 令和４(2022)年 １月下旬（会場：栃木県道路公社大沢事務所） 

 受 付 期 間 １０月２０日（水） ～ １２月１５日（水） 

 ・申込方法は履歴書・職務経歴書・作文の郵送又はマイナビ転職によるエントリー 

 

１ 採用職種・採用予定人員・勤務場所等 
職

種 

採用予定 

人  員 
採用公社 主な業務内容 勤務場所 

電

気

職 
１名 栃木県道路公社 

自社管理有料道路の電気設備関係の点検・

修繕・更新工事、緊急時対応などの維持管

理業務 

大沢事務所 

(日光市) 

※ 栃木県地域づくり機構は、栃木県土地開発公社・栃木県道路公社・栃木県住宅供給公社で構成さ

れ、各公社総務部（管理部門）を一元化し、総務・経理事務を処理しています。 

 

２ 応募資格 
職種 応 募 資 格 

電気職 

年齢   59歳以下 

学歴   高卒以上 

実務経験 電気工事実務経験(３年以上) 

必要資格 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） 

     次のいずれかの資格を有していること 

     ・第一種電気工事士 

     ・１級電気工事施工管理技士 

     ・第三種電気主任技術者 

※年齢制限を行う理由 

  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

第１条の３第１号で定める「定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うと

き」に該当するため。 

 

次のいずれかに該当する人は受験できません。 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが無くなるまでの人 

②日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人  



３ 選考及び試験の日程、場所及び合格者発表 
区 分 日 程 場 所 合格発表※ 

書類選考 

令和３(2021)年10月20日か

ら12月15日 

栃木県道路公社本社 応募書類到着後、２週間以

内に結果通知を電子メール

又は郵送いたします。 

第１次面接

試   験 

(現場案内) 

令和４(2022)年１月中旬 

※面接試験の前に適性検査

及び現場案内を実施しま

す。 

※面接時間は１人20分程度 

試験日時は、書類選考結

果通知時にお知らせしま

す。(試験日時相談可) 

栃木県道路公社大沢事務所 

(日光市木和田島2096-1 

大沢インター内) 

第１次面接試験終了後、１

週間以内に結果通知を電子

メール又は郵送いたしま

す。 

第２次面接 

試   験 

令和４年(2022)年１月下旬 

※面接時間は１人20分程度 

試験日時は、第１次面接試

験結果通知時にお知らせし

ます。(試験日時相談可) 

栃木県道路公社大沢事務所 

(日光市木和田島2096-1 

大沢インター内) 

第２次面接試験終了後、１

週間以内に結果通知を電子

メール又は郵送いたしま

す。 

 （面接試験に関する注意事項） 

  (１)第１次面接試験及び第 2次面接試験の当日の朝に、受験者は体温を計測してください。37.5℃以上

の発熱がある場合には、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、受験を控えてください。 

  (２)各試験の受付時に受験者の体温を計測しますので、御協力をお願いいたします。計測の結果、

37.5℃以上の発熱がある場合には、受験をお断りいたしますので、あらかじめ御了承ください。 

  (３)上記(１)及び(２)により、受験できなかった場合であっても、別日程で試験を実施する等の救済措

置は行いません。 

  (４)試験会場においては、常にマスクを着用し、新型コロナウィルス感染症の拡大防止に御協力くださ

い。 

（面接試験会場案内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 試験の種目及び内容 
区 分 種目 内 容 

第１次試験 

適性検査 
職員として必要な素質及び適性を有するかについて、検査を行います。 

〔検査時間〕 ２０分程度 

面接試験 
職員として必要な業務に関する知識及びコミュニケーション能力 

〔試験時間〕 ２０分程度 

第２次試験 面接試験 

個別面接による試験を行います。 

〔試験時間〕 ２０分程度 

資格調査 受験資格の有無、申込記載事項の真否について調査します。 

 



５ 採用 
最終合格者は、令和４(2022)年４月１日採用予定です。なお、採用に関する手続きについては、後日

通知します。 

 

６ 給与等 
当公社の給与規程により、学歴及び経歴を考慮の上、初任給（基本給）を決定します。 

基本給ほか、扶養手当、地域手当(3.5％)、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（賞与）、超過勤務

手当等がそれぞれの条件によって支給されます。 

令和２年度の期末・勤勉手当（賞与）支給実績は、年２回支給の合計で 4.45月分です。 

 

（給与モデル） 

① 高卒（実務経験３年）21歳 年収 約２８２万円 

基本給：165,900円 地域手当：5,806円 月支給額：171,706円 

 

② 大卒（実務経験３年）25歳 年収 約３４２万円 

基本給：201,200円 地域手当：7,042円 月支給額：208,242円 

 

③ 大卒（実務経験28年）50歳 年収 約４２１万円 

基本給：247,600円 地域手当：8,666円 月支給額：256,266円 

 

７ 受験手続 
履歴書等応募書類の郵送又はマイナビ転職応募フォームを送信してください。 

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、書類持参による受付は行いません。 

 

 郵送 
申込方法 履歴書、職務経歴書、作文を次のところまで郵送してください。 

（作文のテーマ） 

自己ＰＲ：「あなたのどういった経験・能力・資質をどのように生かしていきたいか」

を中心に記載してください。（800字以内：ＰＣ作成可） 

  〒320-0023 

   栃木県宇都宮市仲町 1-1 栃木県地域づくり機構ビル４階 

   栃木県地域づくり機構 総務部 

・郵送に当たっては、封筒の表に「採用試験申込」と朱書し、簡易書留郵便等の確実な

方法で送付してください。 

 

  応募書類郵送から２週間経過後になっても、当公社から連絡がない場合には、下記ま

でお問い合わせください。 

  栃木県地域づくり機構（栃木県道路公社）総務部 TEL 028-622-6598 

 

受付期間 １０月２０日（水）～１２月１５日（水）（必着） 

 

 マイナビ転職応募フォームを送信 
申込方法 マイナビ転職の応募フォームに必要事項を記入し、送信してください。 

（作文のテーマ） 

自己ＰＲ：「あなたのどういった経験・能力・資質をどのように生かしていきたいか」

を中心に応募フォームに記載してください。（800字以内） 

 

受付期間 １０月２０日（水）～１２月１５日（水） 

  



 

９ 機構（３公社）の概要 
○栃木県地域づくり機構とは 

栃木県土地開発公社、栃木県道路公社及び栃木県住宅供給公社のいわゆる地方３公社で構成されて

います。これら３公社の業務ノウハウに基づく幅広い事業展開の可能性と多様な事業に対応できる人

材を有し、①地域の社会基盤の確保、②地域の活力創出、③地域サービスの提供など、栃木県の地域

づくりの一翼を担う組織です。 

【栃木県土地開発公社】 

  公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、栃木県の全額出資により設立された団体です。 

  国・栃木県等の依頼により、道路・河川・公園等の公共施設用地の取得やそのあっせんを行い、交

通安全や渋滞緩和、自然災害の減災・防災などに貢献しています。また、栃木県内において、企業が

進出する産業団地の造成・分譲を行うことにより、働く場所を創出しています。 

 （１）公共用地の先行取得・取得のあっせん 

 （２）産業団地の造成・分譲 

【栃木県道路公社】 

  地方道路公社法に基づき、栃木県の全額出資により設立された団体です。 

  道路整備特別措置法に基づく有料道路や自動車駐車場の建設及び管理を行い、幹線道路の整備を促

進して交通の円滑化を図り、住民福祉の増進と産業経済の発展に寄与しています。 

 （１）日光宇都宮道路など有料道路３路線の管理 

 （２）県から受託した県管理トンネルの保守及び管理 

 （３）自動車駐車場の管理 

【栃木県住宅供給公社】 

  地方住宅供給公社法に基づき、栃木県の全額出資により設立された団体です。 

  低廉で良質な自社保有賃貸住宅の管理、居住環境の良好な住宅団地の造成・分譲、県営住宅の管理

など、県の住宅政策の一翼を担っております。 

 （１）住宅供給公社保有賃貸住宅の管理 

 （２）住宅団地の分譲 

 （３）県営住宅の管理 


